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●●さんの労災申請に関する使用者意見

●●労働基準監督署長　御中
２０２４年●月●日

株式会社　　
上記代理人弁護士　●

　株式会社X（以下「会社」といいます。）は、A氏（●年●月●日生、以下「A氏」といいます。）に発症した●●（病名）について、使用者として認識している事実及び事実に基づく意見を申し述べます。

第１　会社について
　会社は、東京都●●に本社を置く株式会社です。主な事業内容は、●●です。従業員数は２０２４年１０月１０日現在１００名（アルバイト含む）となります。会社の主な事業所としては、東京本社、大阪支社等があります。
　
第２　A氏について
A氏は、２０１４年●月●日に入社して以降、会社の正社員として●●業務に従事していました。
【異動がある場合には、その経過も記載】

第３　A氏の具体的な業務流れ及び内容
　A氏の出勤日における業務の流れは次のとおりです。
①　出社しタイムカードを打刻（出勤時刻）
　東京本社のオフィス内に入ったときに、フロアに設置されているパソコン上のシステムで打刻を行います。
②　メールチェックやスケジュールの確認
　自分のデスクのパソコンで、メールチェックやスケジュールの確認を行います。チェックする内容は、●●です。
③　クライアントとのミーティング
　●
④　書類作成
　●
　　　⑤　昼食休憩
　　　⑥●
　　　⑦退勤
第４　A氏の既往歴
　●●

第５　心理的負荷による労災認定基準へのあてはめ
　１　過重労働の不存在
　　　A氏の実労働時間（時間外労働時間）は、別紙労働時間集計表の通りである。この集計表によれば、A氏に過重労働は存在しませんでした。

　２　別表１に示す具体的出来事２１（退職強要）に該当しないこと
　　　２０２４年●月●日にB氏がA氏に退職について協議はしている。
　　しかし、当日の会話の内容（資料１０・録音）からすると、あくまでB氏はA氏に対して、「この会社で働くことが人生の全てではない。他の会社でAさんが輝けるという未来もあると思う。退職という選択も長い人生の中でマイナスではない」と退職の選択肢を提示したに過ぎない。A氏も「検討します」と回答をしており、何ら強要はしていない。
　　　面談は個室で行われたがA氏とB氏のみが参加し、怒号が飛ぶこともなく、終始冷静に会話している。
　　　そのため、当該出来事の心理的負荷は「弱」にとどまる。

　３　２０２４年●月●日に配偶者と離婚していること
　　　A氏は、C氏に対して、●月●日にLINEのメッセージにて「離婚届を役所に出してきた。この先どうしようか不安が尽きない。生きるのがつらい」と相談するメッセージを送付している（資料１１）。
　　　配偶者との離婚は別表２①によると心理的負荷の強度はⅢに該当する。

第６　結論
　　　以上から、A氏の●の発症は使用者の業務とは関係がなく、労災認定をするべき事案ではない。
以上
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